
令和 7 年度 胆振総合振興局管内 河川減災対策・流域治水協議会 

規約について 

資料−１



胆振総合振興局管内　減災対策協議会規約　改定　一覧表

別表１
関係市町村の
追加

別表３ 幹事の変更

安平町

変更前
　総務課長
変更後
　総務担当課長

豊浦町

変更前
　政策財政課長
変更後
　総務課長

改定内容

尻別川

変更前
　伊達市
変更後
　伊達市・豊浦町

胆振総合振興局
地域創生部

変更前
　地域政策課主幹（危機対策）
変更後
　危機対策室主幹（危機対策）
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胆振総合振興局管内　流域治水協議会規約　改定　一覧表（１／２）

安平川 白老川 知利別川 チマイベツ川 気門別川・シャミチセ川 苫小牧川外

別表２ 幹事の変更

室蘭市
都市建設部

変更前
　都市政策推進課長
変更後
　都市政策課長

室蘭市
都市建設部

変更前
　都市政策推進課長
変更後
　都市政策課長

室蘭市
水道部

変更前
　下水道施設課長
変更後
　施設課長

改定内容

安平町

変更前
　総務課長
　産業振興課長
　土木公園課長
　施設課長
　下水道課長
変更後
　総務担当課長
　産業振興担当課長
　土木公園担当課長
　施設担当課長
　下水道担当課長
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胆振総合振興局管内　流域治水協議会規約　改定　一覧表（２／２）

フシコベツ川外 胆振幌別川外 鷲別川 長流川外 板谷川 貫気別川外

別表２ 幹事の変更

室蘭市
都市建設部

変更前
　都市政策推進課長
変更後
　都市政策課長

豊浦町

変更前
　政策財政課主幹
変更後
　総務課長

室蘭市
水道部

変更前
　下水道施設課長
変更後
　施設課長

改定内容
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胆振総合振興局 河川減災対策協議会規約 

 
（設  置） 

第１条 水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１５条の１０に基づく大規模氾濫減災協議会

として、「胆振総合振興局  河川減災対策協議会」（以下「協議会」という。）を設置す

る。 

 
（目  的） 

第２条  協議会は、過去の出水の教訓を踏まえ、別表１に掲げる２７水系における堤防の決壊

や越水等に伴う氾濫に備え、河川管理者、国、道、市町村等が連携して減災のための目

標を共有し、洪水氾濫による被害を軽減するためのハード対策とソフト対策を一体的、

計画的に推進することにより、「施設では防ぎ切れない大洪水は発生するもの」へと意識を

変革し、社会全体で常に洪水氾濫に備える「水防災意識社会」を再構築することを目的

とする。 

 
（協議会の対象河川） 

第３条 この協議会は、胆振総合振興局管内河川のうち別表１に掲げる水系における二級河川

を対象とする。 

 
（協議会の実施事項） 

第４条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。 

（１）洪水の浸水想定等の水害リスク情報を共有するとともに、各構成員がそれぞれ又

は連携して実施している現状の減災に係る取組状況等について共有する。 

（２）円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動及び円滑かつ迅速な氾濫水の排水等による

浸水被害軽減を実現するために各構成員がそれぞれ又は連携して取り組む事項をまと

めた地域の取組方針を作成し、共有する。 

（３）地域の取組方針に基づく対策の実施状況を確認する。 

（４）その他、大規模氾濫に関する減災対策に関して必要な事項を実施する。 

 
（組 織） 

第５条 協議会は、次に掲げる関係機関をもって組織する。 

（１）胆振総合振興局 

（２）室蘭開発建設部 

（３）室蘭地方気象台 

（４）北海道警察本部 

（５）関係警察署 

（６）関係市町村 

（７）関係消防本部 

２ 協議会に幹事会を置く。 

 
（役 員） 

第６条 協議会には、次の役員を置く。 

（１）会長 １名 胆振総合振興局長 

（２）幹事長 １名 胆振総合振興局 室蘭建設管理部 事業室 治水課長 
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（会 長） 

第７条 会長は協議会を代表し会務を統轄する。 

 
（協議会の構成） 

第８条 協議会は別表２に掲げる職にある者をもってあてる。 

２   協議会は必要に応じて会長が招集し、協議会の運営についての基本方針を決定する。 

 
（幹 事 長） 

第９条 幹事長は、会長の下にあって幹事会を運営し、会務を処理する。 

 
（幹事及び幹事会） 

第１０条 幹事は別表３に掲げる職にある者をもってあてる。 

２ 幹事会は必要に応じ開催し、協議会の目的達成のための事業を推進する。 

 
（会議の公開） 

第１１条 協議会は、原則として報道機関を通じて公開とする。ただし、審議内容によっては、

協議会に諮り、非公開とすることができる。 

２ 幹事会は原則非公開とし、幹事会の検討結果を協議会に報告することにより公開とみ

なす。 

 
（協議会資料等の公表） 

第１２条  協議会に提出された資料等については速やかに公表するものとする。ただし、個人

情報等で公表することが適切でない資料等については、協議会に諮り、非公表にするこ

とができる。 

２ 協議会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した構成員の確認を得た

後、公表するものとする。 

 
（事 務 局） 

第１３条   協議会及び幹事会の事務局は、胆振総合振興局室蘭建設管理部維持管理課に置く。 

 
（雑 則） 

第１４条 この規約に定めるもののほか、協議会の議事の手続きその他運営に関し必要な事項

は協議会が決定する。 

 
（附 則） 

この規約は、平成２９年６月２９日から施行する。

平成３０年７月２７日一部改定 

令和 ２年８月７日一部改定 

令和 ３年８月６日一部改定 

令和 ７年８月２０日一部改定 
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別表１ 胆振総合振興局 河川減災対策協議会 水系一覧表 
 

 

水 系 名 
 

関 係 市 町 村 

安 平 川 

幌 内 川 

苫 小 牧 川  

錦 多 峰 川  

尻 別 川 

気 仙 川 

シ ャ ミ チ セ 川 

気 門 別 川  

長 流 川 

板 谷 川 

ベ ン ベ 川  

貫 気 別 川  

小 鉾 岸 川  

礼 文 華 川  

別 々 川 

社 台 川 

白 老 川 

フ シ コ ベ ツ 川 

敷 生 川 

ポ ン ア ヨ ロ 川 

登 別 川 

岡 志 別 川  

胆 振 幌 別 川 

富 岸 川 

鷲 別 川 

知 利 別 川  

チ マ イ ベ ツ 川 

安平町・苫小牧市（・千歳市） 

苫小牧市 

苫小牧市 

苫小牧市 

伊達市・豊浦町  

伊達市  

伊達市  

伊達市 

伊達市・壮瞥町・洞爺湖町 

洞爺湖町 

豊浦町 

豊浦町・洞爺湖町 

豊浦町 

豊浦町 

白老町 

白老町 

白老町 

白老町 

白老町 

白老町・登別市 

登別市 

登別市 

登別市 

登別市 

登別市・室蘭市 

室蘭市 

室蘭市・伊達市 
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別表２ 胆振総合振興局 河川減災対策協議会 構成員一覧表 
 

 

関 係 機 関 
 

構 成 員 

胆 振 総 合 振  興 局 

〃 

室 蘭 開 発 建 設 部 

室 蘭 地 方 気 象 台 

北 海 道 警 察 本 部 

室   蘭   警   察   署 

伊   達   警   察   署 

苫  小  牧  警  察  署 

安 平 町 

苫 小 牧 市 

白 老 町 

登 別 市 

室 蘭 市 

伊 達 市 

壮 瞥 町 

洞 爺 湖 町 

豊 浦 町 

室 蘭 市 消 防 本 部 

登 別 市 消 防 本 部 

苫 小 牧 市 消 防 本 部 

白  老  町  消  防 本  部 

西胆振行政事務組合消防本部 

胆振東部消防組合 消防本部  

局 長〔会長〕 

副局長（建設管理部担当） 

部 長 

台 長  

警備部長 

署 長 

署 長 

署 長 

町 長 

市 長 

町 長 

市 長 

市 長 

市 長 

町 長 

町 長 

町 長 

消防長 

消防長 

消防長 

消防長 

消防長 

消防長 
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別表３ 胆振総合振興局 河川減災対策協議会 幹事一覧表 
 

 

関 係 機 関 
 

幹 事 

胆 振 総 合 振  興 局 

 

室 蘭 開 発 建 設 部 

室 蘭 地 方 気 象 台 

北 海 道 警 察 本 部 

室   蘭   警   察   署 

伊   達   警   察   署 

苫  小  牧  警  察  署 

安 平 町 

苫     小     牧     市  

白 老 町 

登 別 市 

室 蘭 市 

伊 達 市 

壮 瞥 町 

洞 爺 湖 町 

豊 浦 町

室 蘭 市 消 防 本 部 

登 別 市 消 防 本 部 

苫 小 牧 市 消 防 本 部 

白  老  町  消  防 本  部 

西胆振行政事務組合消防本部 

胆振東部消防組合 消防本部  

地域創生部 危機対策室主幹（危機対策） 

室蘭建設管理部 維持管理課長、地域調整課長、治水課長

治水課長、防災課長 

防災管理官

警備課長 

警備課長 

警備課長 

警備課長 

総務担当課長 

市民生活部 危機管理室主幹

防災交通室長（主幹） 

総務部 総務Ｇ 防災主幹

総務部 防災対策課長 

総務部 危機管理課長

総務課長 

総務課長 

総務課長 

警防課長

警防主幹

警防課長

消防課長

消防課長 

防災課長 
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安平川水系流域治水協議会 規約 

 

（設置） 

第１条 「安平川水系流域治水協議会」（以下「協議会」という。）を設置する。 

 

（目的） 

第２条 協議会は、令和元年東日本台風や平成 28 年 8 月の一連の台風など、近年の激甚な水

害や、気候変動による今後の降雨量の増大と水害の激甚化・頻発化に備え、安平川流

域であらゆる関係者が協働し、流域全体で水害を防止・軽減する治水対策、「流域治水」

を計画的に推進するための協議・情報共有を行うことを目的とする。 

 

（協議会の実施事項） 

第３条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。 

  １ 安平川流域で行う流域治水の全体像を検討し、その情報共有を図る。 

  ２ 「氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策」、「被害対象を減少させるための対策」、

「被害の軽減、早期復旧・復興のための対策」を含む、「流域治水プロジェクト」の 

策定と公表。 

  ３ 「流域治水プロジェクト」の取組に関するフォローアップ。 

  ４ その他、流域治水に関して必要な事項。 

 

（協議会の構成） 

第４条 協議会は、別表１の職にある者をもって構成する。 

２ 協議会は、各構成員の命により、各機関からの代理出席を認める。 

３ 協議会に会長及び副会長を置き、会長には胆振総合振興局長、副会長には胆振総合

振興局副局長（建設管理部担当）をあてる。 

４ 会長は協議会を代表し、会務を統轄する。なお、会長不在の時は副会長が会務を統

轄する。 

  ５ 会長は協議会の同意を得た上で、必要に応じて別表１の職にある者以外の者（学識 

経験者等）を参加させることができる。 

 

（幹事会） 

第５条 協議会に幹事会を置く。 

  ２ 幹事会は、協議会の運営に必要な情報交換、流域治水に関する検討などを行い、 

その結果を協議会に報告する。 

  ３ 幹事会は、別表２の職にある者をもって構成する。 

  ４ 幹事会は、各幹事の命により、各機関からの代理出席を認める。 

  ５ 幹事会に幹事長及び副幹事長を置き、幹事長には胆振総合振興局室蘭建設管理部 

事業室長、副幹事長には胆振総合振興局室蘭建設管理部用地管理室長をあてる。 

  ６ 幹事長は幹事会を代表し、会務を統轄する。なお、幹事長不在の時は副幹事長が 

会務を統轄する。 

 

（アドバイザー） 

第６条 協議会及び幹事会には、流域治水に関する助言を求めるため、別表 3 にある機関を

アドバイザーに置く。 
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（会議の公開） 

第７条 協議会は原則として報道機関を通じて公開とする。ただし、審議内容によっては 

協議会に諮り、非公開とすることができる。 

  ２ 幹事会は非公開とし、幹事会の結果を協議会へ報告することにより公開と見なす。 

 

（協議会資料等の公表） 

第８条 協議会に提出した資料等については、速やかに公表するものとする。ただし、個人

情報等で公表することが適切でない資料等については、協議会に諮って非公表とする

ことができる。 

２ 協議会の議事については事務局が議事概要を作成し、出席した構成員の確認を得た

後に公表するものとする。 

 

（事務局） 

第９条 協議会及び幹事会の庶務を行うため、事務局を置く。 

  ２ 事務局は、胆振総合振興局室蘭建設管理部事業室治水課に置く。 

 

（雑則） 

第１０条 この規約に定めるもののほか、協議会の議事の手続きその他運営に関し必要な 

事項は協議会で決定するものとする。 

 

（附則） 

この規約は、令和３年（２０２１年）３月３１日から施行する。 

令和３年（２０２１年）８月３１日一部改定 

令和６年（２０２４年）３月２７日一部改定 

令和６年（２０２４年）８月２８日一部改定 

令和７年（２０２５年）８月２０日一部改定 

 

 

別表１ 安平川水系流域治水協議会 構成員一覧表 

関 係 機 関 構  成  員 

胆 振 総 合 振 興 局 

 

 

室 蘭 開 発 建 設 部 

 

胆 振 東 部 森 林 管 理 署 

 

苫 小 牧 市 

 

安 平 町 

局 長（会長） 

副局長（建設管理部担当）（副会長） 

 

部 長 

 

署 長 

 

市 長 

 

町 長 

 

 

  

11



別表２ 安平川水系流域治水協議会 幹事一覧表 

関 係 機 関 幹  事 

胆 振 総 合 振 興 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

室 蘭 開 発 建 設 部 

 

胆 振 東 部 森 林 管 理 署 

 

苫 小 牧 市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安 平 町 

地域創生部 

危機対策室主幹 

室蘭建設管理部 

 事業室長（幹事長） 

用地管理室長（副幹事長） 

建設指導課長 

建設指導課主幹 

維持管理課長 

地域調整課長 

治水課長 

産業振興部 

農村振興課長 

林務課主幹（森林土木） 

森林室 

森林整備課長 

 

農業開発課長 

 

治山グループ 総括治山技術官 

 

総合政策部 

まちづくり推進室まちづくり推進課長 

市民生活部 

危機管理室主幹 

産業経済部 

産業振興室農業水産振興課長 

都市建設部 

維持課長 

建築指導課長 

上下水道部 

下水道課長 

 

総務担当課長 

産業振興担当課長 

土木公園担当課長 

施設担当課長 

下水道担当課長 

  

別表３ 安平川水系流域治水協議会 アドバイザー一覧表 

関 係 機 関 

（アドバイザー） 

 室蘭開発建設部治水課 
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白老川水系流域治水協議会 規約 

 

（設置） 

第１条 「白老川水系流域治水協議会」（以下「協議会」という。）を設置する。 

 

（目的） 

第２条 協議会は、令和元年東日本台風や平成 28 年 8 月の一連の台風など、近年の激甚な水

害や、気候変動による今後の降雨量の増大と水害の激甚化・頻発化に備え、白老川流

域であらゆる関係者が協働し、流域全体で水害を防止・軽減する治水対策、「流域治水」

を計画的に推進するための協議・情報共有を行うことを目的とする。 

 

（協議会の実施事項） 

第３条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。 

  １ 白老川流域で行う流域治水の全体像を検討し、その情報共有を図る。 

  ２ 「氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策」、「被害対象を減少させるための対策」、

「被害の軽減、早期復旧・復興のための対策」を含む、「流域治水プロジェクト」の 

策定と公表。 

  ３ 「流域治水プロジェクト」の取組に関するフォローアップ。 

  ４ その他、流域治水に関して必要な事項。 

 

（協議会の構成） 

第４条 協議会は、別表１の職にある者をもって構成する。 

２ 協議会は、各構成員の命により、各機関からの代理出席を認める。 

３ 協議会に会長及び副会長を置き、会長には胆振総合振興局長、副会長には胆振総合

振興局副局長（建設管理部担当）をあてる。 

４ 会長は協議会を代表し、会務を統轄する。なお、会長不在の時は副会長が会務を統

轄する。 

  ５ 会長は協議会の同意を得た上で、必要に応じて別表１の職にある者以外の者（学識

経験者等）を参加させることができる。 

 

（幹事会） 

第５条 協議会に幹事会を置く。 

  ２ 幹事会は、協議会の運営に必要な情報交換、流域治水に関する検討などを行い、 

その結果を協議会に報告する。 

  ３ 幹事会は、別表２の職にある者をもって構成する。 

  ４ 幹事会は、各幹事の命により、各機関からの代理出席を認める。 

  ５ 幹事会に幹事長及び副幹事長を置き、幹事長には胆振総合振興局室蘭建設管理部 

事業室長、副幹事長には胆振総合振興局室蘭建設管理部用地管理室長をあてる。 

  ６ 幹事長は幹事会を代表し、会務を統轄する。なお、幹事長不在の時は副幹事長が 

会務を統轄する。 

 

（会議の公開） 

第６条 協議会は原則として報道機関を通じて公開とする。ただし、審議内容によっては 

協議会に諮り、非公開とすることができる。 

  ２ 幹事会は非公開とし、幹事会の結果を協議会へ報告することにより公開と見なす。 
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（協議会資料等の公表） 

第７条 協議会に提出した資料等については、速やかに公表するものとする。ただし、個人

情報等で公表することが適切でない資料等については、協議会に諮って非公表とする

ことができる。 

２ 協議会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した構成員の確認を得

た後に公表するものとする。 

 

（事務局） 

第８条 協議会及び幹事会の庶務を行うため、事務局を置く。 

  ２ 事務局は、胆振総合振興局室蘭建設管理部事業室治水課に置く。 

 

（雑則） 

第９条 この規約に定めるもののほか、協議会の議事の手続きその他運営に関し必要な事項 

は協議会で決定するものとする。 

 

（附則） 

この規約は、令和３年（２０２１年）３月３１日から施行する。 

 令和３年（２０２１年）８月３１日一部改定 

令和６年（２０２４年）３月２７日一部改定 

令和６年（２０２４年）８月２８日一部改定 
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別表１ 白老川水系流域治水協議会 構成員一覧表 

関 係 機 関 構  成  員 

胆 振 総 合 振 興 局 

 

 

室 蘭 開 発 建 設 部 

 

胆 振 東 部 森 林 管 理 署 

 

白 老 町 

局 長（会長） 

副局長（建設管理部担当）（副会長） 

 

部 長 

 

署 長 

 

町 長 

 

 

 

別表２ 白老川水系流域治水協議会 幹事一覧表 

関 係 機 関 幹  事 

胆 振 総 合 振 興 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

室 蘭 開 発 建 設 部 

 

胆 振 東 部 森 林 管 理 署 

 

 

白 老 町 

 

 

 

地域創生部 

危機対策室主幹 

室蘭建設管理部 

 事業室長（幹事長） 

用地管理室長（副幹事長） 

建設指導課長 

建設指導課主幹 

維持管理課長 

地域調整課長 

治水課長 

産業振興部 

林務課主幹（森林土木） 

治水課長 

 

治山グループ  

総括治山技術官 

 

防災交通室長 

産業経済課長 

建設課長 

上下水道課長 
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知利別川水系流域治水協議会 規約 

 

（設置） 

第１条 「知利別川水系流域治水協議会」（以下「協議会」という。）を設置する。 

 

（目的） 

第２条 協議会は、令和元年東日本台風や平成 28 年 8 月の一連の台風など、近年の激甚な水

害や、気候変動による今後の降雨量の増大と水害の激甚化・頻発化に備え、知利別川

流域であらゆる関係者が協働し、流域全体で水害を防止・軽減する治水対策、「流域治

水」を計画的に推進するための協議・情報共有を行うことを目的とする。 

 

（協議会の実施事項） 

第３条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。 

  １ 知利別川流域で行う流域治水の全体像を検討し、その情報共有を図る。 

  ２ 「氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策」、「被害対象を減少させるための対策」、

「被害の軽減、早期復旧・復興のための対策」を含む、「流域治水プロジェクト」の 

策定と公表。 

  ３ 「流域治水プロジェクト」の取組に関するフォローアップ。 

  ４ その他、流域治水に関して必要な事項。 

 

（協議会の構成） 

第４条 協議会は、別表１の職にある者をもって構成する。 

２ 協議会は、各構成員の命により、各機関からの代理出席を認める。 

３ 協議会に会長及び副会長を置き、会長には胆振総合振興局長、副会長には胆振総合

振興局副局長（建設管理部担当）をあてる。 

４ 会長は協議会を代表し、会務を統轄する。なお、会長不在の時は副会長が会務を統

轄する。 

  ５ 会長は協議会の同意を得た上で、必要に応じて別表１の職にある者以外の者（学識

経験者等）を参加させることができる。 

 

（幹事会） 

第５条 協議会に幹事会を置く。 

  ２ 幹事会は、協議会の運営に必要な情報交換、流域治水に関する検討などを行い、 

その結果を協議会に報告する。 

  ３ 幹事会は、別表２の職にある者をもって構成する。 

  ４ 幹事会は、各幹事の命により、各機関からの代理出席を認める。 

  ５ 幹事会に幹事長及び副幹事長を置き、幹事長には胆振総合振興局室蘭建設管理部 

事業室長、副幹事長には胆振総合振興局室蘭建設管理部用地管理室長をあてる。 

  ６ 幹事長は幹事会を代表し、会務を統轄する。なお、幹事長不在の時は副幹事長が 

会務を統轄する。 

 

（オブザーバー） 

第６条 協議会及び幹事会には、別表 3にある機関をオブザーバーに置く。 
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（会議の公開） 

第７条 協議会は原則として報道機関を通じて公開とする。ただし、審議内容によっては 

協議会に諮り、非公開とすることができる。 

  ２ 幹事会は非公開とし、幹事会の結果を協議会へ報告することにより公開と見なす。 

 

（協議会資料等の公表） 

第８条 協議会に提出した資料等については、速やかに公表するものとする。ただし、個人

情報等で公表することが適切でない資料等については、協議会に諮って非公表とする

ことができる。 

２ 協議会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した構成員の確認を得

た後に公表するものとする。 

 

（事務局） 

第９条 協議会及び幹事会の庶務を行うため、事務局を置く。 

  ２ 事務局は、胆振総合振興局室蘭建設管理部事業室治水課に置く。 

 

（雑則） 

第１０条 この規約に定めるもののほか、協議会の議事の手続きその他運営に関し必要な 

事項は協議会で決定するものとする。 

 

（附則） 

この規約は、令和３年（２０２１年）３月３１日から施行する。 

令和３年（２０２１年）８月３１日一部改定 

令和６年（２０２４年）３月２７日一部改定 

令和６年（２０２４年）８月２８日一部改定 

令和７年（２０２５年）８月２０日一部改定 
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別表１ 知利別川水系流域治水協議会 構成員一覧表 

関 係 機 関 構  成  員 

胆 振 総 合 振 興 局 

 

 

室 蘭 市 

局 長（会長） 

副局長（建設管理部担当）（副会長） 

 

市 長 

 

 

 

別表２ 知利別川水系流域治水協議会 幹事一覧表 

関 係 機 関 幹  事 

胆 振 総 合 振 興 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

室 蘭 市 

 

 

 

地域創生部 

危機対策室主幹 

室蘭建設管理部 

 事業室長（幹事長） 

用地管理室長（副幹事長） 

建設指導課長 

建設指導課主幹 

維持管理課長 

地域調整課長 

治水課長 

産業振興部 

林務課主幹（森林土木） 

総務部 

 防災対策課長 

都市建設部 

 土木課長 

 都市政策課長 

 建築指導課長 

水道部 

 施設課長 

 

 

 

別表３ 知利別川水系流域治水協議会 オブザーバー一覧表 

関 係 機 関 

（オブザーバー） 

 室蘭開発建設部治水課 
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チマイベツ川水系流域治水協議会 規約 

 

（設置） 

第１条 「チマイベツ川水系流域治水協議会」（以下「協議会」という。）を設置する。 

 

（目的） 

第２条 協議会は、令和元年東日本台風や平成 28 年 8 月の一連の台風など、近年の激甚な水

害や、気候変動による今後の降雨量の増大と水害の激甚化・頻発化に備え、チマイベ

ツ川流域であらゆる関係者が協働し、流域全体で水害を防止・軽減する治水対策、「流

域治水」を計画的に推進するための協議・情報共有を行うことを目的とする。 

 

（協議会の実施事項） 

第３条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。 

  １ チマイベツ川流域で行う流域治水の全体像を検討し、その情報共有を図る。 

  ２ 「氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策」、「被害対象を減少させるための対策」、

「被害の軽減、早期復旧・復興のための対策」を含む、「流域治水プロジェクト」の 

策定と公表。 

  ３ 「流域治水プロジェクト」の取組に関するフォローアップ。 

  ４ その他、流域治水に関して必要な事項。 

 

（協議会の構成） 

第４条 協議会は、別表１の職にある者をもって構成する。 

２ 協議会は、各構成員の命により、各機関からの代理出席を認める。 

３ 協議会に会長及び副会長を置き、会長には胆振総合振興局長、副会長には胆振総合

振興局副局長（建設管理部担当）をあてる。 

４ 会長は協議会を代表し、会務を統轄する。なお、会長不在の時は副会長が会務を統

轄する。 

  ５ 会長は協議会の同意を得た上で、必要に応じて別表１の職にある者以外の者（学識 

経験者等）を参加させることができる。 

 

（幹事会） 

第５条 協議会に幹事会を置く。 

  ２ 幹事会は、協議会の運営に必要な情報交換、流域治水に関する検討などを行い、 

その結果を協議会に報告する。 

  ３ 幹事会は、別表２の職にある者をもって構成する。 

  ４ 幹事会は、各幹事の命により、各機関からの代理出席を認める。 

  ５ 幹事会に幹事長及び副幹事長を置き、幹事長には胆振総合振興局室蘭建設管理部 

事業室長、副幹事長には胆振総合振興局室蘭建設管理部用地管理室長をあてる。 

  ６ 幹事長は幹事会を代表し、会務を統轄する。なお、幹事長不在の時は副幹事長が 

会務を統轄する。 

 

（オブザーバー） 

第６条 協議会及び幹事会には、別表 3にある機関をオブザーバーに置く。 
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（会議の公開） 

第７条 協議会は原則として報道機関を通じて公開とする。ただし、審議内容によっては 

協議会に諮り、非公開とすることができる。 

  ２ 幹事会は非公開とし、幹事会の結果を協議会へ報告することにより公開と見なす。 

 

（協議会資料等の公表） 

第８条 協議会に提出した資料等については、速やかに公表するものとする。ただし、個人

情報等で公表することが適切でない資料等については、協議会に諮って非公表とする

ことができる。 

２ 協議会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した構成員の確認を得

た後に公表するものとする。 

 

（事務局） 

第９条 協議会及び幹事会の庶務を行うため、事務局を置く。 

  ２ 事務局は、胆振総合振興局室蘭建設管理部事業室治水課に置く。 

 

（雑則） 

第１０条 この規約に定めるもののほか、協議会の議事の手続きその他運営に関し必要な 

事項は協議会で決定するものとする。 

 

（附則） 

この規約は、令和３年（２０２１年）３月３１日から施行する。 

令和３年（２０２１年）８月３１日一部改定 

令和６年（２０２４年）３月２７日一部改定 

令和６年（２０２４年）８月２８日一部改定 

令和７年（２０２５年）８月２０日一部改定 

 

 

別表１ チマイベツ川水系流域治水協議会 構成員一覧表 

関 係 機 関 構  成  員 

胆 振 総 合 振 興 局 

 

 

後 志 森 林 管 理 署      

 

室 蘭 市 

 

伊 達 市 

局 長（会長） 

副局長（建設管理部担当）（副会長） 

 

署 長 

 

市 長 

 

市 長 
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別表２ チマイベツ川水系流域治水協議会 幹事一覧表 

関 係 機 関 幹  事 

胆 振 総 合 振 興 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後 志 森 林 管 理 署 

 

 

室 蘭 市 

 

 

 

 

 

 

伊 達 市 

地域創生部 

危機対策室主幹 

室蘭建設管理部 

 事業室長（幹事長） 

用地管理室長（副幹事長） 

建設指導課長 

建設指導課主幹 

維持管理課長 

地域調整課長 

治水課長 

産業振興部 

林務課主幹（森林土木） 

 

治山グループ 

 総括治山技術官 

 

総務部 

 防災対策課長 

都市建設部 

 土木課長 

 都市政策課長 

 建築指導課長 

 

総務部 

 危機管理課長 

経済環境部 

 水産林務課長 

建設部 

 建設課長 

 都市住宅課長 

 

 

 

別表３ チマイベツ川水系流域治水協議会 オブザーバー一覧表 

関 係 機 関 

（オブザーバー） 

 室蘭開発建設部治水課 
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気門別川・シャミチセ川水系流域治水協議会 規約 

 

（設置） 

第１条 「気門別川・シャミチセ川水系流域治水協議会」（以下「協議会」という。）を設置

する。 

 

（目的） 

第２条 協議会は、令和元年東日本台風や平成 28 年 8 月の一連の台風など、近年の激甚な水

害や、気候変動による今後の降雨量の増大と水害の激甚化・頻発化に備え、気門別川・

シャミチセ川流域であらゆる関係者が協働し、流域全体で水害を防止・軽減する治水

対策、「流域治水」を計画的に推進するための協議・情報共有を行うことを目的とする。 

 

（協議会の実施事項） 

第３条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。 

  １ 気門別川流域及びシャミチセ川流域で行う流域治水の全体像を検討し、その情報共

有を図る。 

  ２ 「氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策」、「被害対象を減少させるための対策」、

「被害の軽減、早期復旧・復興のための対策」を含む、「流域治水プロジェクト」の 

策定と公表。 

  ３ 「流域治水プロジェクト」の取組に関するフォローアップ。 

  ４ その他、流域治水に関して必要な事項。 

 

（協議会の構成） 

第４条 協議会は、別表１の職にある者をもって構成する。 

２ 協議会は、各構成員の命により、各機関からの代理出席を認める。 

３ 協議会に会長及び副会長を置き、会長には胆振総合振興局長、副会長には胆振総合

振興局副局長（建設管理部担当）をあてる。 

４ 会長は協議会を代表し、会務を統轄する。なお、会長不在の時は副会長が会務を統

轄する。 

  ５ 会長は協議会の同意を得た上で、必要に応じて別表１の職にある者以外の者（学識

経験者等）を参加させることができる。 

 

（幹事会） 

第５条 協議会に幹事会を置く。 

  ２ 幹事会は、協議会の運営に必要な情報交換、流域治水に関する検討などを行い、 

その結果を協議会に報告する。 

  ３ 幹事会は、別表２の職にある者をもって構成する。 

  ４ 幹事会は、各幹事の命により、各機関からの代理出席を認める。 

  ５ 幹事会に幹事長及び副幹事長を置き、幹事長には胆振総合振興局室蘭建設管理部 

事業室長、副幹事長には胆振総合振興局室蘭建設管理部用地管理室長をあてる。 

  ６ 幹事長は幹事会を代表し、会務を統轄する。なお、幹事長不在の時は副幹事長が 

会務を統轄する。 

 

（アドバイザー） 

第６条 協議会及び幹事会には、流域治水に関する助言を求めるため、別表 3 にある機関を

アドバイザーに置く。 
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（会議の公開） 

第７条 協議会は原則として報道機関を通じて公開とする。ただし、審議内容によっては 

協議会に諮り、非公開とすることができる。 

  ２ 幹事会は非公開とし、幹事会の結果を協議会へ報告することにより公開と見なす。 

 

（協議会資料等の公表） 

第８条 協議会に提出した資料等については、速やかに公表するものとする。ただし、個人

情報等で公表することが適切でない資料等については、協議会に諮って非公表とする

ことができる。 

２ 協議会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した構成員の確認を得

た後に公表するものとする。 

 

（事務局） 

第９条 協議会及び幹事会の庶務を行うため、事務局を置く。 

  ２ 事務局は、胆振総合振興局室蘭建設管理部事業室治水課に置く。 

 

（雑則） 

第１０条 この規約に定めるもののほか、協議会の議事の手続きその他運営に関し必要な 

事項は協議会で決定するものとする。 

 

（附則） 

この規約は、令和３年（２０２１年）３月３１日から施行する。 

令和３年（２０２１年）８月３１日一部改定 

令和６年（２０２４年）３月２７日一部改定 

令和６年（２０２４年）８月２８日一部改定 

 

 

別表１ 気門別川・シャミチセ川水系流域治水協議会 構成員一覧表 

関 係 機 関 構  成  員 

胆 振 総 合 振 興 局 

 

 

室 蘭 開 発 建 設 部 

 

後 志 森 林 管 理 署      

 

伊 達 市 

局 長（会長） 

副局長（建設管理部担当）（副会長） 

 

部 長 

 

署 長 

 

市 長 
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別表２ 気門別川・シャミチセ川水系流域治水協議会 幹事一覧表 

関 係 機 関 幹  事 

胆 振 総 合 振 興 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

室 蘭 開 発 建 設 部 

 

後 志 森 林 管 理 署        

 

 

伊 達 市 

地域創生部 

危機対策室主幹 

室蘭建設管理部 

 事業室長（幹事長） 

用地管理室長（副幹事長） 

建設指導課長 

建設指導課主幹 

維持管理課長 

地域調整課長 

治水課長 

産業振興部 

林務課主幹（森林土木） 

 

農業開発課長 

 

治山グループ 

 総括治山技術官 

 

総務部 

 危機管理課長 

経済環境部 

農地整備課長 

 水産林務課長 

建設部 

 建設課長 

 都市住宅課長 

 上下水道課長 

 

 

別表３ 気門別川・シャミチセ川水系流域治水協議会 アドバイザー一覧表 

関 係 機 関 

（アドバイザー） 

 室蘭開発建設部治水課 
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苫小牧川水系外流域治水協議会規約 

 

（設置） 

第１条 「苫小牧川水系外流域治水協議会」（以下「協議会」という。）を設置する。 

 

（目的） 

第２条 協議会は、令和元年（2019 年）東日本台風や平成 28 年（2016 年）8月の一連の台風

など、近年の激甚な水害や、気候変動による今後の降雨量の増大と水害の激甚化・頻

発化に備え、あらゆる関係者が協働し、流域全体で水害を防止・軽減する治水対策、

「流域治水」を計画的に推進するための協議・情報共有を行うことを目的とする。 

 

（協議会の対象水系） 

第３条 この協議会は、胆振総合振興局管内の河川のうち、別表１に掲げる水系を対象と 

する。 

 

（協議会の実施事項） 

第４条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。 

  １ 流域治水の全体像を検討し、その情報共有を図る。 

  ２ 「氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策」、「被害対象を減少させるための対策」、

「被害の軽減、早期復旧・復興のための対策」を含む、「流域治水プロジェクト」の 

策定と公表。 

  ３ 「流域治水プロジェクト」の取組に関するフォローアップ。 

  ４ その他、流域治水に関して必要な事項。 

 

（協議会の構成） 

第５条 協議会は、別表２の職にある者をもって構成する。 

２ 協議会は、各構成員の命により、各機関からの代理出席を認める。 

３ 協議会に会長及び副会長を置き、会長には胆振総合振興局長、副会長には胆振総合

振興局副局長（建設管理部担当）をあてる。 

４ 会長は協議会を代表し、会務を統轄する。なお、会長不在の時は副会長が会務を統轄

する。 

  ５ 会長は協議会の同意を得た上で、必要に応じて別表２の職にある者以外の者（学識 

経験者等）を参加させることができる。 

 

（幹事会） 

第６条 協議会に幹事会を置く。 

  ２ 幹事会は、協議会の運営に必要な情報交換、流域治水に関する検討などを行い、 

その結果を協議会に報告する。 

  ３ 幹事会は、別表３の職にある者をもって構成する。 

  ４ 幹事会は、各幹事の命により、各機関からの代理出席を認める。 

  ５ 幹事会に幹事長及び副幹事長を置き、幹事長には胆振総合振興局室蘭建設管理部 

事業室長、副幹事長には胆振総合振興局室蘭建設管理部用地管理室長をあてる。 

  ６ 幹事長は幹事会を代表し、会務を統轄する。なお、幹事長不在の時は副幹事長が 

会務を統轄する。 

 

（会議の公開） 

第７条 協議会は原則として報道機関を通じて公開とする。ただし、審議内容によっては 

協議会に諮り、非公開とすることができる。 

  ２ 幹事会は非公開とし、幹事会の結果を協議会へ報告することにより公開と見なす。 
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（協議会資料等の公表） 

第８条 協議会に提出した資料等については、速やかに公表するものとする。ただし、個人

情報等で公表することが適切でない資料等については、協議会に諮って非公表とする

ことができる。 

２ 協議会の議事については事務局が議事概要を作成し、出席した構成員の確認を得た

後に公表するものとする。 

 

（事務局） 

第９条 協議会及び幹事会の庶務を行うため、事務局を置く。 

   ２ 事務局は、胆振総合振興局室蘭建設管理部事業室治水課に置く。 

 

（雑則） 

第１０条 この規約に定めるもののほか、協議会の議事の手続きその他運営に関し必要な 

事項は協議会で決定するものとする。 

 

（附則） 

この規約は、令和５年（２０２３年）３月３０日から施行する。 

令和６年（２０２４年）３月２７日一部改定 

令和６年（２０２４年）８月２８日一部改定 
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別表１ 苫小牧川水系外流域治水協議会 対象水系一覧表 

水系名 関係市町村 

幌内川（ほろないがわ） 

苫小牧川（とまこまいがわ） 

錦多峰川（にしたっぷがわ） 

苫小牧市 

苫小牧市 

苫小牧市 

 

 

 

別表２ 苫小牧川水系外流域治水協議会 構成員一覧表 

関 係 機 関 構  成  員 

胆 振 総 合 振 興 局 

 

 

室 蘭 開 発 建 設 部 

 

胆 振 東 部 森 林 管 理 署 

 

苫 小 牧 市 

局 長（会長） 

副局長（建設管理部担当）（副会長） 

 

部 長 

 

署 長 

 

市 長 

 

 

 

別表３ 苫小牧川水系外流域治水協議会 幹事一覧表 

関 係 機 関 幹  事 

胆 振 総 合 振 興 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

室 蘭 開 発 建 設 部 

 

胆 振 東 部 森 林 管 理 署 

 

苫 小 牧 市 

 

地域創生部 

危機対策室主幹 

室蘭建設管理部 

 事業室長（幹事長） 

用地管理室長（副幹事長） 

維持管理課長、地域調整課長、治水課長 

産業振興部 

林務課主幹（森林土木） 

 

治水課長 

 

治山グループ 総括治山技術官 

 

市民生活部 

 危機管理室主幹 
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フシコベツ川水系外流域治水協議会規約 

 

（設置） 

第１条 「フシコベツ川水系外流域治水協議会」（以下「協議会」という。）を設置する。 

 

（目的） 

第２条 協議会は、令和元年（2019 年）東日本台風や平成 28 年（2016 年）8 月の一連の台

風など、近年の激甚な水害や、気候変動による今後の降雨量の増大と水害の激甚化・

頻発化に備え、あらゆる関係者が協働し、流域全体で水害を防止・軽減する治水対策、

「流域治水」を計画的に推進するための協議・情報共有を行うことを目的とする。 

 

（協議会の対象水系） 

第３条 この協議会は、胆振総合振興局管内の河川のうち、別表１に掲げる水系を対象と 

する。 

 

（協議会の実施事項） 

第４条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。 

  １ 流域治水の全体像を検討し、その情報共有を図る。 

  ２ 「氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策」、「被害対象を減少させるための対策」、

「被害の軽減、早期復旧・復興のための対策」を含む、「流域治水プロジェクト」の 

策定と公表。 

  ３ 「流域治水プロジェクト」の取組に関するフォローアップ。 

  ４ その他、流域治水に関して必要な事項。 

 

（協議会の構成） 

第５条 協議会は、別表２の職にある者をもって構成する。 

２ 協議会は、各構成員の命により、各機関からの代理出席を認める。 

３ 協議会に会長及び副会長を置き、会長には胆振総合振興局長、副会長には胆振総合

振興局副局長（建設管理部担当）をあてる。 

４ 会長は協議会を代表し、会務を統轄する。なお、会長不在の時は副会長が会務を統

轄する。 

  ５ 会長は協議会の同意を得た上で、必要に応じて別表２の職にある者以外の者（学識 

経験者等）を参加させることができる。 

 

（幹事会） 

第６条 協議会に幹事会を置く。 

  ２ 幹事会は、協議会の運営に必要な情報交換、流域治水に関する検討などを行い、 

その結果を協議会に報告する。 

  ３ 幹事会は、別表３の職にある者をもって構成する。 

  ４ 幹事会は、各幹事の命により、各機関からの代理出席を認める。 

  ５ 幹事会に幹事長及び副幹事長を置き、幹事長には胆振総合振興局室蘭建設管理部 

事業室長、副幹事長には胆振総合振興局室蘭建設管理部用地管理室長をあてる。 

  ６ 幹事長は幹事会を代表し、会務を統轄する。なお、幹事長不在の時は副幹事長が 

会務を統轄する。 

 

（会議の公開） 

第７条 協議会は原則として報道機関を通じて公開とする。ただし、審議内容によっては 

協議会に諮り、非公開とすることができる。 

  ２ 幹事会は非公開とし、幹事会の結果を協議会へ報告することにより公開と見なす。 
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（協議会資料等の公表） 

第８条 協議会に提出した資料等については、速やかに公表するものとする。ただし、個人

情報等で公表することが適切でない資料等については、協議会に諮って非公表とする

ことができる。 

２ 協議会の議事については事務局が議事概要を作成し、出席した構成員の確認を得た

後に公表するものとする。 

 

（事務局） 

第９条 協議会及び幹事会の庶務を行うため、事務局を置く。 

   ２ 事務局は、胆振総合振興局室蘭建設管理部事業室治水課に置く。 

 

（雑則） 

第１０条 この規約に定めるもののほか、協議会の議事の手続きその他運営に関し必要な 

事項は協議会で決定するものとする。 

 

（附則） 

この規約は、令和５年（２０２３年）３月３０日から施行する。 

令和６年（２０２４年）３月２７日一部改定 

令和６年（２０２４年）８月２８日一部改定 
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別表１ フシコベツ川水系外流域治水協議会 対象水系一覧表 

水系名 関係市町村 

別々川（べつべつがわ） 

社台川（しゃだいがわ） 

フシコベツ川（ふしこべつがわ） 

敷生川（しきうがわ） 

苫小牧市、白老町 

白老町 

白老町 

白老町 

 

別表２ フシコベツ川水系外流域治水協議会 構成員一覧表 

関 係 機 関 構  成  員 

胆 振 総 合 振 興 局 

 

 

室 蘭 開 発 建 設 部 

 

胆 振 東 部 森 林 管 理 署 

 

森 林 整 備 セ ン タ ー 

北海道水源林整備事務所 

 

苫 小 牧 市 

 

白 老 町 

局 長（会長） 

副局長（建設管理部担当）（副会長） 

 

部 長 

 

署 長 

 

所 長 

 

 

市 長 

 

町 長 

 

別表３ フシコベツ川水系外流域治水協議会 幹事一覧表 

関 係 機 関 幹  事 

胆 振 総 合 振 興 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

室 蘭 開 発 建 設 部 

 

胆 振 東 部 森 林 管 理 署 

 

森 林 整 備 セ ン タ ー 

北海道水源林整備事務所 

 

苫 小 牧 市 

 

 

白 老 町 

地域創生部 

危機対策室主幹 

室蘭建設管理部 

 事業室長（幹事長） 

用地管理室長（副幹事長） 

維持管理課長、地域調整課長、治水課長 

産業振興部 

林務課主幹（森林土木） 

 

治水課長 

 

治山グループ 総括治山技術官 

 

次長 

 

 

市民生活部 

 危機管理室主幹 

 

総務課 防災交通室長 
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胆振幌別川水系外流域治水協議会規約 

 

（設置） 

第１条 「胆振幌別川水系外流域治水協議会」（以下「協議会」という。）を設置する。 

 

（目的） 

第２条 協議会は、令和元年（2019 年）東日本台風や平成 28 年（2016 年）8 月の一連の台

風など、近年の激甚な水害や、気候変動による今後の降雨量の増大と水害の激甚化・

頻発化に備え、あらゆる関係者が協働し、流域全体で水害を防止・軽減する治水対策、

「流域治水」を計画的に推進するための協議・情報共有を行うことを目的とする。 

 

（協議会の対象水系） 

第３条 この協議会は、胆振総合振興局管内の河川のうち、別表１に掲げる水系を対象と 

する。 

 

（協議会の実施事項） 

第４条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。 

  １ 流域治水の全体像を検討し、その情報共有を図る。 

  ２ 「氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策」、「被害対象を減少させるための対策」、

「被害の軽減、早期復旧・復興のための対策」を含む、「流域治水プロジェクト」の 

策定と公表。 

  ３ 「流域治水プロジェクト」の取組に関するフォローアップ。 

  ４ その他、流域治水に関して必要な事項。 

 

（協議会の構成） 

第５条 協議会は、別表２の職にある者をもって構成する。 

２ 協議会は、各構成員の命により、各機関からの代理出席を認める。 

３ 協議会に会長及び副会長を置き、会長には胆振総合振興局長、副会長には胆振総合

振興局副局長（建設管理部担当）をあてる。 

４ 会長は協議会を代表し、会務を統轄する。なお、会長不在の時は副会長が会務を統

轄する。 

  ５ 会長は協議会の同意を得た上で、必要に応じて別表２の職にある者以外の者（学識 

経験者等）を参加させることができる。 

 

（幹事会） 

第６条 協議会に幹事会を置く。 

  ２ 幹事会は、協議会の運営に必要な情報交換、流域治水に関する検討などを行い、 

その結果を協議会に報告する。 

  ３ 幹事会は、別表３の職にある者をもって構成する。 

  ４ 幹事会は、各幹事の命により、各機関からの代理出席を認める。 

  ５ 幹事会に幹事長及び副幹事長を置き、幹事長には胆振総合振興局室蘭建設管理部 

事業室長、副幹事長には胆振総合振興局室蘭建設管理部用地管理室長をあてる。 

  ６ 幹事長は幹事会を代表し、会務を統轄する。なお、幹事長不在の時は副幹事長が 

会務を統轄する。 

 

（会議の公開） 

第７条 協議会は原則として報道機関を通じて公開とする。ただし、審議内容によっては 

協議会に諮り、非公開とすることができる。 

  ２ 幹事会は非公開とし、幹事会の結果を協議会へ報告することにより公開と見なす。 
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（協議会資料等の公表） 

第８条 協議会に提出した資料等については、速やかに公表するものとする。ただし、個人

情報等で公表することが適切でない資料等については、協議会に諮って非公表とする

ことができる。 

２ 協議会の議事については事務局が議事概要を作成し、出席した構成員の確認を得た

後に公表するものとする。 

 

（事務局） 

第９条 協議会及び幹事会の庶務を行うため、事務局を置く。 

   ２ 事務局は、胆振総合振興局室蘭建設管理部事業室治水課に置く。 

 

（雑則） 

第１０条 この規約に定めるもののほか、協議会の議事の手続きその他運営に関し必要な 

事項は協議会で決定するものとする。 

 

（附則） 

この規約は、令和５年（２０２３年）３月３０日から施行する。 

令和６年（２０２４年）３月２７日一部改定 

令和６年（２０２４年）８月２８日一部改定 

 

 

 

  

32



別表１ 胆振幌別川水系外流域治水協議会 対象水系一覧表 

水系名 関係市町村 

ポンアヨロ川（ぽんあよろがわ） 

登別川（のぼりべつがわ） 

岡志別川（おかしべつがわ） 

胆振幌別川（いぶりほろべつがわ） 

富岸川（とんけしがわ） 

登別市、白老町 

登別市 

登別市 

登別市 

登別市 

 

別表２ 胆振幌別川水系外流域治水協議会 構成員一覧表 

関 係 機 関 構  成  員 

胆 振 総 合 振 興 局 

 

 

胆 振 東 部 森 林 管 理 署 

 

後 志 森 林 管 理 署 

 

森 林 整 備 セ ン タ ー 

北海道水源林整備事務所 

 

登 別 市 

 

白 老 町 

局 長（会長） 

副局長（建設管理部担当）（副会長） 

 

署 長 

 

署 長 

 

所 長 

 

 

市 長 

 

 町 長 

 

別表３ 胆振幌別川水系外流域治水協議会 幹事一覧表 

関 係 機 関 幹  事 

胆 振 総 合 振 興 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

胆 振 東 部 森 林 管 理 署 

 

後 志 森 林 管 理 署 

 

森 林 整 備 セ ン タ ー 

北海道水源林整備事務所 

 

登 別 市 

 

 

白 老 町 

地域創生部 

危機対策室主幹 

室蘭建設管理部 

 事業室長（幹事長） 

用地管理室長（副幹事長） 

維持管理課長、地域調整課長、治水課長 

産業振興部 

林務課主幹（森林土木）、農村振興課長 

 

治山グループ 総括治山技術官 

 

治山グループ 総括治山技術官 

 

次長 

 

 

総務部 総務グループ 防災主幹 

都市整備部 土木・公園グループ 総括主幹 

 

総務課 防災交通室長 
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鷲別川水系流域治水協議会規約 

 

（設置） 

第１条 「鷲別川水系流域治水協議会」（以下「協議会」という。）を設置する。 

 

（目的） 

第２条 協議会は、令和元年（2019 年）東日本台風や平成 28 年（2016 年）8 月の一連の台

風など、近年の激甚な水害や、気候変動による今後の降雨量の増大と水害の激甚化・

頻発化に備え、あらゆる関係者が協働し、流域全体で水害を防止・軽減する治水対策、

「流域治水」を計画的に推進するための協議・情報共有を行うことを目的とする。 

 

（協議会の実施事項） 

第３条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。 

  １ 流域治水の全体像を検討し、その情報共有を図る。 

  ２ 「氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策」、「被害対象を減少させるための対策」、

「被害の軽減、早期復旧・復興のための対策」を含む、「流域治水プロジェクト」の 

策定と公表。 

  ３ 「流域治水プロジェクト」の取組に関するフォローアップ。 

  ４ その他、流域治水に関して必要な事項。 

 

（協議会の構成） 

第４条 協議会は、別表１の職にある者をもって構成する。 

２ 協議会は、各構成員の命により、各機関からの代理出席を認める。 

３ 協議会に会長及び副会長を置き、会長には胆振総合振興局長、副会長には胆振総合

振興局副局長（建設管理部担当）をあてる。 

４ 会長は協議会を代表し、会務を統轄する。なお、会長不在の時は副会長が会務を統

轄する。 

  ５ 会長は協議会の同意を得た上で、必要に応じて別表１の職にある者以外の者（学識 

経験者等）を参加させることができる。 

 

（幹事会） 

第５条 協議会に幹事会を置く。 

  ２ 幹事会は、協議会の運営に必要な情報交換、流域治水に関する検討などを行い、 

その結果を協議会に報告する。 

  ３ 幹事会は、別表２の職にある者をもって構成する。 

  ４ 幹事会は、各幹事の命により、各機関からの代理出席を認める。 

  ５ 幹事会に幹事長及び副幹事長を置き、幹事長には胆振総合振興局室蘭建設管理部 

事業室長、副幹事長には胆振総合振興局室蘭建設管理部用地管理室長をあてる。 

  ６ 幹事長は幹事会を代表し、会務を統轄する。なお、幹事長不在の時は副幹事長が 

会務を統轄する。 

 

（会議の公開） 

第６条 協議会は原則として報道機関を通じて公開とする。ただし、審議内容によっては 

協議会に諮り、非公開とすることができる。 

  ２ 幹事会は非公開とし、幹事会の結果を協議会へ報告することにより公開と見なす。 
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（協議会資料等の公表） 

第７条 協議会に提出した資料等については、速やかに公表するものとする。ただし、個人

情報等で公表することが適切でない資料等については、協議会に諮って非公表とする

ことができる。 

２ 協議会の議事については事務局が議事概要を作成し、出席した構成員の確認を得た

後に公表するものとする。 

 

（事務局） 

第８条 協議会及び幹事会の庶務を行うため、事務局を置く。 

   ２ 事務局は、胆振総合振興局室蘭建設管理部事業室治水課に置く。 

 

（雑則） 

第９条 この規約に定めるもののほか、協議会の議事の手続きその他運営に関し必要な 

事項は協議会で決定するものとする。 

 

（附則） 

この規約は、令和５年（２０２３年）３月３０日から施行する。 

令和６年（２０２４年）３月２７日一部改定 

令和６年（２０２４年）８月２８日一部改定 

令和７年（２０２５年）８月２０日一部改定 
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別表１ 鷲別川水系流域治水協議会 構成員一覧表 

関 係 機 関 構  成  員 

胆 振 総 合 振 興 局 

 

 

後 志 森 林 管 理 署 

 

室 蘭 市 

 

登 別 市 

局 長（会長） 

副局長（建設管理部担当）（副会長） 

 

署 長 

 

市 長 

 

 市 長 

 

 

 

別表２ 鷲別川水系流域治水協議会 幹事一覧表 

関 係 機 関 幹  事 

胆 振 総 合 振 興 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

後 志 森 林 管 理 署 

 

室 蘭 市 

 

 

 

 

 

 

 

 

登 別 市 

地域創生部 

危機対策室主幹 

室蘭建設管理部 

 事業室長（幹事長） 

用地管理室長（副幹事長） 

維持管理課長、地域調整課長、治水課長 

産業振興部 

林務課主幹（森林土木）、農村振興課 

 

治山グループ 総括治山技術官 

 

総務部 

 防災対策課長 

都市建設部 

 土木課長 

 都市政策課長 

 建築指導課長 

水道部 

 施設課長 

 

総務部 

総務グループ 防災主幹 

都市整備部 

土木・公園グループ 総括主幹 
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長流川水系外流域治水協議会規約 

 

（設置） 

第１条 「長流川水系外流域治水協議会」（以下「協議会」という。）を設置する。 

 

（目的） 

第２条 協議会は、令和元年（2019 年）東日本台風や平成 28 年（2016 年）8 月の一連の台

風など、近年の激甚な水害や、気候変動による今後の降雨量の増大と水害の激甚化・

頻発化に備え、あらゆる関係者が協働し、流域全体で水害を防止・軽減する治水対策、

「流域治水」を計画的に推進するための協議・情報共有を行うことを目的とする。 

 

（協議会の対象水系） 

第３条 この協議会は、胆振総合振興局管内の河川のうち、別表１に掲げる水系を対象と 

する。 

 

（協議会の実施事項） 

第４条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。 

  １ 流域治水の全体像を検討し、その情報共有を図る。 

  ２ 「氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策」、「被害対象を減少させるための対策」、

「被害の軽減、早期復旧・復興のための対策」を含む、「流域治水プロジェクト」の 

策定と公表。 

  ３ 「流域治水プロジェクト」の取組に関するフォローアップ。 

  ４ その他、流域治水に関して必要な事項。 

 

（協議会の構成） 

第５条 協議会は、別表２の職にある者をもって構成する。 

２ 協議会は、各構成員の命により、各機関からの代理出席を認める。 

３ 協議会に会長及び副会長を置き、会長には胆振総合振興局長、副会長には胆振総合

振興局副局長（建設管理部担当）をあてる。 

４ 会長は協議会を代表し、会務を統轄する。なお、会長不在の時は副会長が会務を統

轄する。 

  ５ 会長は協議会の同意を得た上で、必要に応じて別表２の職にある者以外の者（学識 

経験者等）を参加させることができる。 

 

（幹事会） 

第６条 協議会に幹事会を置く。 

  ２ 幹事会は、協議会の運営に必要な情報交換、流域治水に関する検討などを行い、 

その結果を協議会に報告する。 

  ３ 幹事会は、別表３の職にある者をもって構成する。 

  ４ 幹事会は、各幹事の命により、各機関からの代理出席を認める。 

  ５ 幹事会に幹事長及び副幹事長を置き、幹事長には胆振総合振興局室蘭建設管理部 

事業室長、副幹事長には胆振総合振興局室蘭建設管理部用地管理室長をあてる。 

  ６ 幹事長は幹事会を代表し、会務を統轄する。なお、幹事長不在の時は副幹事長が 

会務を統轄する。 

 

（アドバイザー） 

第７条 協議会及び幹事会には、流域治水に関する助言を求めるため、別表４にある機関を 

アドバイザーに置く。 
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（会議の公開） 

第８条 協議会は原則として報道機関を通じて公開とする。ただし、審議内容によっては 

協議会に諮り、非公開とすることができる。 

  ２ 幹事会は非公開とし、幹事会の結果を協議会へ報告することにより公開と見なす。 

 

（協議会資料等の公表） 

第９条 協議会に提出した資料等については、速やかに公表するものとする。ただし、個人

情報等で公表することが適切でない資料等については、協議会に諮って非公表とする

ことができる。 

２ 協議会の議事については事務局が議事概要を作成し、出席した構成員の確認を得た

後に公表するものとする。 

 

（事務局） 

第１０条 協議会及び幹事会の庶務を行うため、事務局を置く。 

   ２ 事務局は、胆振総合振興局室蘭建設管理部事業室治水課に置く。 

 

（雑則） 

第１１条 この規約に定めるもののほか、協議会の議事の手続きその他運営に関し必要な 

事項は協議会で決定するものとする。 

 

（附則） 

この規約は、令和５年（２０２３年）３月３０日から施行する。 

令和６年（２０２４年）３月２７日一部改定 

令和６年（２０２４年）８月２８日一部改定 

 

 

 

  

38



別表１ 長流川水系外流域治水協議会 対象水系一覧表 

水系名 関係市町村 

気仙川（きせんがわ） 

長流川（おさるがわ） 

伊達市 

伊達市、洞爺湖町、壮瞥町 

 

 

別表２ 長流川水系外流域治水協議会 構成員一覧表 

関 係 機 関 構  成  員 

胆 振 総 合 振 興 局 

 

 

室 蘭 開 発 建 設 部 

 

後 志 森 林 管 理 署 

 

森 林 整 備 セ ン タ ー 

北海道水源林整備事務所 

 

伊 達 市 

 

洞 爺 湖 町 

 

壮 瞥 町 

局 長（会長） 

副局長（建設管理部担当）（副会長） 

 

部 長 

 

署 長 

 

所 長 

 

 

市 長 

 

 町 長 

 

町 長 
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別表３ 長流川水系外流域治水協議会 幹事一覧表 

関 係 機 関 幹  事 

胆 振 総 合 振 興 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

室 蘭 開 発 建 設 部 

 

後 志 森 林 管 理 署 

 

森 林 整 備 セ ン タ ー 

北海道水源林整備事務所 

 

伊 達 市 

 

 

洞 爺 湖 町 

 

 

壮 瞥 町 

地域創生部 

危機対策室主幹 

室蘭建設管理部 

 事業室長（幹事長） 

用地管理室長（副幹事長） 

維持管理課長、地域調整課長、治水課長 

産業振興部 

林務課主幹（森林土木）、農村振興課長 

 

農業開発課長 

 

治山グループ 総括治山技術官 

 

次長 

 

 

総務部 

 危機管理課長 

 

総務部 

総務課長 

 

総務課長 

 

 

別表４ 長流川水系外流域治水協議会 アドバイザー一覧表 

関 係 機 関 

（アドバイザー） 

 室蘭開発建設部治水課 
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板谷川水系流域治水協議会規約 

 

（設置） 

第１条 「板谷川水系流域治水協議会」（以下「協議会」という。）を設置する。 

 

（目的） 

第２条 協議会は、令和元年（2019 年）東日本台風や平成 28 年（2016 年）8 月の一連の台

風など、近年の激甚な水害や、気候変動による今後の降雨量の増大と水害の激甚化・

頻発化に備え、あらゆる関係者が協働し、流域全体で水害を防止・軽減する治水対策、

「流域治水」を計画的に推進するための協議・情報共有を行うことを目的とする。 

 

（協議会の実施事項） 

第３条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。 

  １ 流域治水の全体像を検討し、その情報共有を図る。 

  ２ 「氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策」、「被害対象を減少させるための対策」、

「被害の軽減、早期復旧・復興のための対策」を含む、「流域治水プロジェクト」の 

策定と公表。 

  ３ 「流域治水プロジェクト」の取組に関するフォローアップ。 

  ４ その他、流域治水に関して必要な事項。 

 

（協議会の構成） 

第４条 協議会は、別表１の職にある者をもって構成する。 

２ 協議会は、各構成員の命により、各機関からの代理出席を認める。 

３ 協議会に会長及び副会長を置き、会長には胆振総合振興局長、副会長には胆振総合

振興局副局長（建設管理部担当）をあてる。 

４ 会長は協議会を代表し、会務を統轄する。なお、会長不在の時は副会長が会務を統

轄する。 

  ５ 会長は協議会の同意を得た上で、必要に応じて別表１の職にある者以外の者（学識 

経験者等）を参加させることができる。 

 

（幹事会） 

第５条 協議会に幹事会を置く。 

  ２ 幹事会は、協議会の運営に必要な情報交換、流域治水に関する検討などを行い、 

その結果を協議会に報告する。 

  ３ 幹事会は、別表２の職にある者をもって構成する。 

  ４ 幹事会は、各幹事の命により、各機関からの代理出席を認める。 

  ５ 幹事会に幹事長及び副幹事長を置き、幹事長には胆振総合振興局室蘭建設管理部 

事業室長、副幹事長には胆振総合振興局室蘭建設管理部用地管理室長をあてる。 

  ６ 幹事長は幹事会を代表し、会務を統轄する。なお、幹事長不在の時は副幹事長が 

会務を統轄する。 

 

（会議の公開） 

第６条 協議会は原則として報道機関を通じて公開とする。ただし、審議内容によっては 

協議会に諮り、非公開とすることができる。 

  ２ 幹事会は非公開とし、幹事会の結果を協議会へ報告することにより公開と見なす。 
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（協議会資料等の公表） 

第７条 協議会に提出した資料等については、速やかに公表するものとする。ただし、個人

情報等で公表することが適切でない資料等については、協議会に諮って非公表とする

ことができる。 

２ 協議会の議事については事務局が議事概要を作成し、出席した構成員の確認を得た

後に公表するものとする。 

 

（事務局） 

第８条 協議会及び幹事会の庶務を行うため、事務局を置く。 

   ２ 事務局は、胆振総合振興局室蘭建設管理部事業室治水課に置く。 

 

（雑則） 

第９条 この規約に定めるもののほか、協議会の議事の手続きその他運営に関し必要な 

事項は協議会で決定するものとする。 

 

（附則） 

この規約は、令和５年（２０２３年）３月３０日から施行する。 

令和６年（２０２４年）３月２７日一部改定 

令和６年（２０２４年）８月２８日一部改定 

 

 

 

別表１ 板谷川水系流域治水協議会 構成員一覧表 

関 係 機 関 構  成  員 

胆 振 総 合 振 興 局 

 

 

洞 爺 湖 町 

局 長（会長） 

副局長（建設管理部担当）（副会長） 

 

町 長 

 

 

 

別表２ 板谷川水系流域治水協議会 幹事一覧表 

関 係 機 関 幹  事 

胆 振 総 合 振 興 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

洞 爺 湖 町 

 

地域創生部 

危機対策室主幹 

室蘭建設管理部 

 事業室長（幹事長） 

用地管理室長（副幹事長） 

維持管理課長、地域調整課長、治水課長 

産業振興部 

林務課主幹（森林土木）、農村振興課 

 

総務部 

総務課長 
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貫気別川水系外流域治水協議会規約 

 

（設置） 

第１条 「貫気別川水系外流域治水協議会」（以下「協議会」という。）を設置する。 

 

（目的） 

第２条 協議会は、令和元年（2019 年）東日本台風や平成 28 年（2016 年）8月の一連の台風

など、近年の激甚な水害や、気候変動による今後の降雨量の増大と水害の激甚化・頻

発化に備え、あらゆる関係者が協働し、流域全体で水害を防止・軽減する治水対策、

「流域治水」を計画的に推進するための協議・情報共有を行うことを目的とする。 

 

（協議会の対象水系） 

第３条 この協議会は、胆振総合振興局管内の河川のうち、別表１に掲げる水系を対象と 

する。 

 

（協議会の実施事項） 

第４条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。 

  １ 流域治水の全体像を検討し、その情報共有を図る。 

  ２ 「氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策」、「被害対象を減少させるための対策」、

「被害の軽減、早期復旧・復興のための対策」を含む、「流域治水プロジェクト」の 

策定と公表。 

  ３ 「流域治水プロジェクト」の取組に関するフォローアップ。 

  ４ その他、流域治水に関して必要な事項。 

 

（協議会の構成） 

第５条 協議会は、別表２の職にある者をもって構成する。 

２ 協議会は、各構成員の命により、各機関からの代理出席を認める。 

３ 協議会に会長及び副会長を置き、会長には胆振総合振興局長、副会長には胆振総合

振興局副局長（建設管理部担当）をあてる。 

４ 会長は協議会を代表し、会務を統轄する。なお、会長不在の時は副会長が会務を統轄

する。 

  ５ 会長は協議会の同意を得た上で、必要に応じて別表２の職にある者以外の者（学識 

経験者等）を参加させることができる。 

 

（幹事会） 

第６条 協議会に幹事会を置く。 

  ２ 幹事会は、協議会の運営に必要な情報交換、流域治水に関する検討などを行い、 

その結果を協議会に報告する。 

  ３ 幹事会は、別表３の職にある者をもって構成する。 

  ４ 幹事会は、各幹事の命により、各機関からの代理出席を認める。 

  ５ 幹事会に幹事長及び副幹事長を置き、幹事長には胆振総合振興局室蘭建設管理部 

事業室長、副幹事長には胆振総合振興局室蘭建設管理部用地管理室長をあてる。 

  ６ 幹事長は幹事会を代表し、会務を統轄する。なお、幹事長不在の時は副幹事長が 

会務を統轄する。 

 

（会議の公開） 

第７条 協議会は原則として報道機関を通じて公開とする。ただし、審議内容によっては 

協議会に諮り、非公開とすることができる。 

  ２ 幹事会は非公開とし、幹事会の結果を協議会へ報告することにより公開と見なす。 
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（協議会資料等の公表） 

第８条 協議会に提出した資料等については、速やかに公表するものとする。ただし、個人

情報等で公表することが適切でない資料等については、協議会に諮って非公表とする

ことができる。 

２ 協議会の議事については事務局が議事概要を作成し、出席した構成員の確認を得た

後に公表するものとする。 

 

（事務局） 

第９条 協議会及び幹事会の庶務を行うため、事務局を置く。 

   ２ 事務局は、胆振総合振興局室蘭建設管理部事業室治水課に置く。 

 

（雑則） 

第１０条 この規約に定めるもののほか、協議会の議事の手続きその他運営に関し必要な 

事項は協議会で決定するものとする。 

 

（附則） 

この規約は、令和５年（２０２３年）３月３０日から施行する。 

令和６年（２０２４年）３月２７日一部改定 

令和６年（２０２４年）８月２８日一部改定 

令和７年（２０２５年）８月２０日一部改定 
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別表１ 貫気別川水系外流域治水協議会 対象水系一覧表 

水系名 関係市町村 

ベンベ川（べんべがわ） 

貫気別川（ぬっきべつがわ） 

小鉾岸川（おふきしがわ） 

礼文華川（れぶんげがわ） 

豊浦町 

豊浦町、洞爺湖町 

豊浦町 

豊浦町 

 

 

 

別表２ 貫気別川水系外流域治水協議会 構成員一覧表 

関 係 機 関 構  成  員 

胆 振 総 合 振 興 局 

 

 

森 林 整 備 セ ン タ ー 

北海道水源林整備事務所 

 

豊 浦 町 

 

洞 爺 湖 町 

局 長（会長） 

副局長（建設管理部担当）（副会長） 

 

所 長 

 

 

町 長 

 

町 長 

 

 

 

別表３ 貫気別川水系外流域治水協議会 幹事一覧表 

関 係 機 関 幹  事 

胆 振 総 合 振 興 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

森 林 整 備 セ ン タ ー 

北海道水源林整備事務所 

 

豊 浦 町 

 

洞 爺 湖 町 

地域創生部 

危機対策室主幹 

室蘭建設管理部 

 事業室長（幹事長） 

用地管理室長（副幹事長） 

維持管理課長、地域調整課長、治水課長 

産業振興部 

林務課主幹（森林土木）、農村振興課長 

 

次長 

 

 

総務課長 

 

総務部 

総務課長 
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